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建設・解体工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任について（依頼） 

 

 日頃より、東京都が推進する廃棄物行政にご理解・ご協力いただき誠にありがとうございます。 

 さて、このたび土木建築に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事

を含む。以下「建設工事」という。）の元請業者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４

５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）第２１条の３第１項の規定を遵守せず、解

体工事及び解体工事に伴い生ずる廃棄物の処理を一括して産業廃棄物処理業許可を受けていない

下請負人に行わせた結果、数次の下請契約を経て工事が行われ、当該工事に伴い生じた産業廃棄

物が都内で不法投棄された事件が発生し、元請業者が排出事業者責任を問われ委託基準違反で、

下請負人らが受託禁止違反及び再委託禁止違反で検挙されたことについて、警視庁から情報提供

がありました。 

 本事案は、解体工事現場から排出された産業廃棄物の処理過程において、被疑会社各々が請負

当初から自ら適正に処理する意思がないにもかかわらず、中間マージン（中抜き）欲しさに解体

工事一式（産業廃棄物の処理を含む。）の受託・委託を無責任に繰り返したことで、最終的に処理

能力のない無許可業者によって不法投棄がなされたという、不適正な行為です。 

そこで本事案の概要と廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成２２年

法律第３４号。）において、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任を明確化するための措置が講

じられた経緯を踏まえ、元請業者は、発注者から請け負った建設工事（下請負人に行わせるもの

を含む。）に伴い生ずる廃棄物の処理について事業者として自ら適正に処理を行い、又は廃棄物処

理法に基づく委託基準に則って適正に処理を委託しなければならないことについて、改めてご留

意していただきますようお願いいたします。 

 なお、参考として、平成２３年２月４日付環廃対第 110204004 号・環廃産第 110204001 号に

より環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県・各政令市廃棄物主管部（局）

長あて通知された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について

（通知）」の抜粋を添付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 東京都環境局資源循環推進部 

 産業廃棄物対策課指導係 

 電話 ０３－５３８８－３５８６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参 考 

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について（通知） 

【抜粋】 

 

第十七 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任を明確化するための措置 

 １ 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理の責任 

   土木建築に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を

含む。以下「建設工事」という。）が数次の請負によって行われる場合には、当該建

設工事に伴い生ずる廃棄物について実際に排出した事業者を特定することは困難な

場合もあり、その処理責任の所在が曖昧になりやすいという構造にある。 

   このため、都道府県知事が行政処分を行う相手方が不明確となり、このような廃

棄物の適正処理を確保するための措置を適切に執行することができないという問題

が生じており、これが、今なお多く発生している建設工事に伴い生ずる廃棄物の不

法投棄や不適正処理の一つの要因となっている。 

   そこで、廃棄物処理に係る適正かつ効率的な行政運営により建設工事に伴い生ず

る廃棄物の適正処理を確保し、ひいては生活環境の保全に資するため、建設工事に

伴い生ずる廃棄物については、元請業者が、事業者として当該工事から生ずる廃棄

物全体について処理責任を負うこととし、当該廃棄物の処理についての法の規定の

うち、排出事業者に係る規定の適用については、元請業者を事業者とすることとし

た（法第２１条の３第１項）。 

   これにより、元請業者は、発注者から請け負った建設工事（下請負人に行わせる

ものを含む。）に伴い生ずる廃棄物の処理について事業者として自ら適正に処理を行

い、又は委託基準に則って適正に処理を委託しなければならないこととなる。 

   また、下請負人は廃棄物処理業の許可及び元請業者からの処理委託がなければ廃

棄物の運搬又は処分を行うことはできないこととなる。 

 


